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は じめ に 1

本訴訟 において問題 とすべきは，原子力発電所における設計上め想定津波の

波源設定に係 る審査又は判断の基準との関係で，三陸沖北部から房総沖にかけ

ての領域を一体 とみなし， どこでも明治三陸地震級の津波地震が発生するとし

た 「長期評価の見解」が，審議会等の検証に耐え得る程度の客観的かつ合理的

根拠 に裏付け られた地震地体構造の知見 といえるか否かであ り，原告 らの 「長

期評価の見解」の本訴訟における位置づけに係 る主張は，議論の出発点か らし

て誤 って い るこ と2

第3原 告 らが， 「長期評価 の見解 」の具 体的根拠 と して指摘 した深 尾 ・神 定論 文

（甲A第194号 証 の1，2） は， 「長 期評価 の見解 」 が，審議 会等 の検証 に耐

え得 る程度 の客観的 かつ合理 的根拠 に裏付 け られ た地震 地体構造 の知見 とい え

るか否 かを判断す る上で意 味を成 さない もので あ るこ と5

第4「 長期評 価 の見解 」の領 域 区分が，最新 の地震地 体構 造 に基 づ く領域 区分 で

あ るかの よ うな原告 らの主 張は，前提 か らして誤 りで ある こと8

第5日 本海溝二・千 島海溝 専 門調査 会北海道WGで は 「長 期評価 の見解 」 の評価 を

行 っていない とす る原 告 らの主張 は，事 実 に反す るこ と10

第6国 の他機 関が 「想 定 され る最大規模 の津波」 と して 「長期評価 の見解 」 に基

づい た津 波対策 を行 って いた とす る原告 らの主 張は，各種 マニ ュアルや ガイ ド

ライ ンの 中身 を正解せ ず ， ソフ トに よる津波対策 とハー ドに よる津波対 策の 区

別 を理解 していない もので あるこ と11

第7被 告東 電 に よる長 期評価 の 中で示 され た正 断層型 地震 の評価 の取扱 い との比

較 を根拠 として 「長 期評価 の見解」 が決定論 に取 り入れ られ るべ き とす る原 告

らの主張 は，前提 事実 に誤 りが あ る上，地震動評価 の手法 と津波評価 の手法 の

違 いの理 解 を欠 いた もので 当を失 してい る こと13

第8結 論 15

1



被 告 国は ，原告 らの2018（ 平成30） 年5月16日 付 け準備 書面 （53） （以

下 「原 告 ら第53準 備 書面 」 とい う。）にお ける 「長 期評 価 の見解 」 に関す る主張

に対 し，必 要 と認 め る限度 で反 論す る。

なお，略語等 は，本準備 書面 で新 たに定義す るもののほか，従前 の例 に よる。

第1は じめに

被告 国 は，被告 国の平成31年1月11日 付 け第23準 備 書 面 （予 見可能性

に関す る統一準備 書面。以 下 「被告 国第23準 備 書面」 とい う。）第5（42な

い し93ペ ー ジ）におい て， 三陸沖 の海 溝 寄 りの領域 か ら房 総 沖の海溝 寄 りの

領域 まで を一体 とみ なす 「長期評価 の見解」 は，従前 の科 学的知 見か らは導 か

れ ない新 たな取 りま とめ方 で あった にもかかわ らず ，長期 評価 にはそ の よ うな

見解 を採用 した科学 的根拠 がほ とん ど記載 され てい ないばか りか，そ の よ うな

見解 を採用 した科学 的根拠 が乏 しい こ とを 自認 していたた め，長 期評価 の記載

だ けで はその見解 が審議 会等 の検 証 に耐 え得 る程度 に客観 的かつ合理 的な根拠

に裏付 け られ た もので ある とは判 断 できなか った こ と及 び その後 も 「長期評価

の見解 」が，客観 的かつ合理 的 な根拠 に よって裏付 け られ た地震地体構 造の知

見 ではな く，従 前の福 島第 一発 電所 の津波の安全性 に係 る適 合性判 断 を見直す

必要 が生 じる科 学的知見 で はない と判 断 され てきた こ とを主張 した ところ，原

告 らは， これ に先 立 ち，原告 ら第53準 備 書面 にお いて ， 「長期 評価 の見解 」

が津波 地震 等 の知 見の進 展 を踏 ま えた 地震 地体構 造 論 に基 づ く科学 的根 拠 に

よって取 りま とめ られ た ものであ り，原子力規 制 に取 り入れ るべ き知見 であっ

たかの よ うに主張 してい る。原告 らの同準備 書面 にお け る 「長期 評価 の見解 」

に関す る主張 が誤 りで ある ことについ ては，既 に，被告 国第23準 備書面等 で
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述 べて きた ところで あ るが＊1，以 下 の とお り， 同準備 書 面 で触 れ られ てい ない

主張等 もあ るた め，念 のた め 「長期 評価 の見解 」 の訴訟 にお け る位 置づ けに関

す る主張 も含 め，必 要 と認 める限度 で主張 を補 充す る。

第2本 訴 訟 にお いて問題 とす べ きは，原子 力発 電所 におけ る設計上 の想定津 波の

波源 設定 に係 る審査 又 は判 断の基準 との関係 で，三陸沖 北部か ら房 総沖 にか け

ての領 域 を一体 とみな し， どこで も明治三 陸地 震級の津 波地震が発 生す る と し

た 『長期評価 の見解 」が ，審議会等 の検証 に耐え得 る程 度の客観 的かつ合理 的

根拠 に裏付 け られ た地震地体構 造の 知見 といえ るか否か で あ り，原告 らの 「長

期評価 の見解 」の本訴 訟 にお ける位置 づ けに係 る主張 は，議論の 出発 点か ら し

て誤 って いる こと

1原 告 らは， 「2002年 「長期 評価 」 の信頼性 を否 定 した上 で，原子 力安全

・保安 院 （当時）の川原 修 司耐震 班長 の陳述 書 （丙B67） に よ り，2002年 「長

期評価 」 の知 見は未成 熟 ゆ え決 定論 ではな く確率論 で扱 うこ とを 「決 定 した」

と主張 す る。 これ が，被 告 国 の責任 論 の 主張 の骨 格 で あ る。」 （原 告 ら第53

準備書 面第1の1（2） ・8ペ ー ジ）な どと， あたか も，被告 国が 「長期評価 の見

＊1例 えば，原告 らは，原 告 ら第53準 備 書面第4の2（48な い し60ペ ー ジ）において ，長 期評

価 の位 置づ けに 関す る主 張 を展 開 し， 「地震 本部 の策定す る 『長 期評価 』等 の知見 は，それ が部

分 的 にで も明 らかになれば， 可能 な範 囲で地域 防災対策 に活用 してゆ くべ き ことが 当然 に予定 さ

れ て いた」 （同書面59ペ ー ジ）な ど と主張 してい るが，そ の 目的 が防 災対策 の うち， 「国民 の防

災 意識 の高 捌 等 のために全 国地震動予 測地図 の作成す る ことに あった こ とを無視 した もので，

国 の機 関であ る推進本 部が どの よ うな 目的で各種長 期評価 を作成 したのか とい う点 を正解 してい

ない （その正 しい位置 づ けは，被告 国第23準 備 書 面第5の2〔43な い し54ペ ー ジ〕で 主張

した とお りで ある。）。
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解 」の信頼性 を一切認 めてい ないかの よ うに争点 を設 定 した上，地震 ・津波 の

第一線 の研 究者 らが，地震 ・津 波学 にお け る最新 の知 見 を踏 ま えた上 で，充実

した議論 を経て結論 に達 したのが 「長期 評価 の見解」で あ ると して ，「特 に 『長

期評価 』 の信 頼性 を疑 うべ き根拠 が示 され ない 限 り，『規制権 限の行使 を義務

づ け る程度 に客観 的 かつ合 理的 な根拠 を有す る科 学 的知見』 で あ る」 （同準備

書面第4の2・49ペ ー ジ）と主張 してい る。

2「 長期 評価 の見解 」 を含 む長期評価 は，被告 国の機 関で ある推進本部 が，確

率論 的地震動予測 地図 の策 定 とい う独 自の 目的の下で ，将来発生す る可能性 が

理学 的 に否定 で きない とい うレベル の知 見以 上の ものを全て評価 の対象 として

取 り込 み， 主 として 国民の防災意識 の高揚 のた めに確 率評価 を公表 して きた も

のであ り，その 目的や意義 を踏 ま えた上で信頼 性 を議論 す るこ とが肝 要 であ り

（被 告 国第23準 備 書面 第5の2（1） ・44な い し46ペ ー ジ等 ），将 来 の地 震

の発 生可能性 とい う不確 か さを伴 う将来予測 に関す る科学的知 見につい ては，

決 定論 的な取扱い と確 率論 的な取扱 い とのいずれ で取 り扱 うべ きかが 問題 とな

るものの ， 「長期 評価 の見解 」 は， その意義 や 目的 に照 らし，直 ちに決定論 的

な取扱 いに取 り込 むに足 りる信 頼性 はな く，確率論 的 な取扱 いに とどめ るこ と

が相 当で あった こと（被 告 国第19準 備書 面第2， 第3・2な い し16ペ ー ジ，

被 告 国第20準 備 書面第2な い し第4・2な い し31ペ ー ジ，被 告 国第21準

備 書 面第2・3な い し12ペ ー ジ）は， これ まで繰 り返 し述 べて きた とお りで

ある。 それ ゆ え，原 告 らは，そ の 目的や意 義 を踏 ま えず に，推進 本部 が国の公

的機 関で あ る こ と （原 告 ら第53準 備 書面 第4の2（4） ・50な い し57ペ ー

ジ）や 第一線 の専門研 究者 に よる充 実 した議論 を経てい るこ と（同書面 第4の2

（5）・67な い し60ペ ージ）を殊更 に強調 し，被 告 国の主張が 「長期評価 の見

解 」の信頼性 を一切認 めてい ないかの よ うな前 提で ，争 点設定 を してい るので

あって，議論 の 出発点 を誤 ってい るとい わ ざるを得 ない。

さ らに， 「長 期 評価 の見解 」 を含む 各種 長 期評 価 に は， 「理学 的 に否 定 で き
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ない とい うレベル の知 見」 か ら，発生 の高度 の蓋然性 が あ ると認 め られ るよ う

な知見 まで，成熟性 の程 度 が千差万別 で，様 々な レベ ル の見解 が含 まれ てい る

ところ，被 告 国第23準 備書 面第3の4（31，32ペ ー ジ）で述べ た とお り，

本訴訟 で問題 とすべ きは，原 子力発電所 におい て決 定論 的に行 われ る設 計上 の

想 定津波 の波源設 定に係 る審査又 は判 断の基準 との関係 で，三陸沖 北部か ら房

総沖 にか けて の領域 を一体 とみ な し， どこで も明治三 陸地震 級 の津波 地震 が発

生す る とした 「長期 評価 の見解」 が，審議 会等 の検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的

かつ合理 的根拠 に裏 付 け られ た地震 地体構 造 の知見 とい えるか否 か であ る＊2。

それ ゆ え， 「長 期評 価 の見解 」 の信 頼性 につ いて ，決 定論 と確 率論 とを区別 す

るこ ともな く，単純 に零 で あ るか百で あるか とい う観 点か ら論 じるこ ともまた，

＊2原 告 らは，原告 ら第53準 備書面第4の5に おいて 「日本海溝i等専門調査会による防災対策の

対象地震の限定は 『長期評価』の地震想定を否定す るものではない こと」 （同準備書面118ペ

ージ）として，「（6）中央防災会議は 『長期評価』の地震学上の信頼性 を否定 していない こと」

（同準備書面133ペ ージ）と，同6に おいて，「被告国が援用する地震学者等の意見書が 『長期

評価』の信頼性を否定す るものではないこと」（同準備書面137ペ ージ）といったように，被告

国が 「長期評価の見解」の 目的 と意義を踏まえた信頼性の高低を明 らかにす るために主張立証 し

た事実関係 を，それ らと無関係に信頼性の有無とい う視点か ら反論 している。これ らは，論点を

す り替えた当を得ない反論の繰 り返 しといわざるを得ず，前提において誤っている。
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前提 におい て誤 りで ある とい うべ きで ある＊3。

第3原 告 らが ，「長期 評価 の見解 」 の具体 的根拠 と して指摘 した深 尾 ・神 定論 文

（甲A第194号 証 の1，2） は， 「長期評 価の 見解 」が ，審 議会 等の検 証 に耐

え得 る程 度の客観 的かつ合理 的根 拠 に裏 付 け られ た地震地体構 造の知見 といえ

るか否 か を判断す る上で意味 を成 さない もので ある こと

1原 告 らは，深尾 良夫 ・神 定健 二 「日本海溝 の 内壁 直下 の低周 波地震 ゾー ン」

（甲A第194号 証 の1，2。 以 下 「深尾 ・神 定論文 」とい う。）な どを根拠 に，

「日本海溝 の海 溝軸付近 で は低周 波地震 が発 生 してお り， その大 きなものが津

波地震 で あ る との知見 が，2002年 『長期評価 』策 定の時点 で，地震 ・津波

の専 門家 に広 く共有 され てい た」 （原 告 ら第53準 備書 面第4の3（5） イ （ウ）・

83ペ ー ジ）と して，深尾 ・神 定論 文が 「長期評 価 の見解 」の具体 的根 拠 となっ

てい る旨主 張 してい る。

2（1） しか しなが ら，原 告 らも自認 す るとお り，深尾 ・神 定論 文 は，長期評価 の

＊3被 告国は，「長期評価の見解」を理学的に否定できない考え方として公表 し，現在でもその確率

評価の考 え方を維持 しているのであるか ら，そもそ も 「長期評価の見解」を含めた各種長期評価

に示された見解に全 く信頼できないものが含まれているとは考えていない。被告国は，各種長期

評価の作成 目的からして，その中で示 された見解は，信頼性の高低に大きな幅があり，決定論的

な施設の設計に用いることが可能 となるような精度の高いものか ら，施設の設計に用いることは

できず，今後ある一定期間内に地震が発生する可能性 を確率で表現をす ることにより国民の防災

意識の高揚に用いる範囲では有用と言えるような精度が高 くないものまでが含まれていることを

問題にしているのである。
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参 考文献 に掲 げ られ てお らず＊’1，佐 竹教授 も，深尾 ・神 定論文 は海溝 型 分科

会 で取 り上 げ られて いない 旨証言 してお り，深 尾 ・神 定論 文 が 「長 期評価 の

見解 」の具体的根 拠 にな って いる とい うのは，客観 的証拠 の裏付 け を欠 いた

島崎 氏個人 の考 えに基づ いた ものであ るか ら，原告 らの上記 主張 もまた ，十

分 な根拠 に基づ くものではない＊5。

（2）この点 をお くと して も，原告 らの上記 主張 は，深 尾 ・神 定論文 の射 程 と地

震地 体構 造 の知 見に基づ いた波源設 定の考 え方 を正解 しない ものであ って，

「長期評価 の見解 」が，審議 会等 の検証 に耐 え得 る程度 の客観 的 かつ合理的

根拠 に裏付 け られ た地震 地体構造 の知 見 とい えるか否 かを判 断す る上で意味

を成 さない。

＊4島 崎 氏は，深尾 ・神 定論 文 につ いて ，津 波地震 が海 溝軸 沿い の領 域で発 生す る とい う長期評 価

の知 見 の 「背景 」 となった論 文 であ り，委員 の 「頭 の中 には」 あった論 文で あ るな どと証言 （丙

B第103号 証 の1・51，65ペ ー ジ）す るが，長 期評価 がそ の構 成 と して 「本文」 の後 ろに

「説 明」 の欄 を設 け， 専門家 向けに具体 的根拠 を示 して評価 に至 った論理 を説明す る方針 を採 用

していた こ とについ ては，島崎 氏 自身 が 「これ は専 門家 向けですね。我 々が議論 した こ とが，あ

るいは専 門家 は間違 えて解 釈 して， あるいは批判 を繰 り返す よ うなこ とがあ るか もしれ ませ んの

で， 専門家 向けに詳 しく， これ は こ うい う根拠 で， この よ うな ことに結論 したん だ とい うこ とが

分 か るよ うな ものが最 後につ いて います。」 （同号証35ペ ー ジ）と証言す るとお りで あ る し， こ

の 「説 明」欄 に深 尾 ・神 定論文が 引用 され てお らず，推進 本部 にお ける議論 の対象 になっ ていな

か った ことにつ いて も， 島崎氏 自身 が 「これ をち ゃん と議 論 してなか ったのは，後 か ら見 る とま

ず か ったな と思ってい ます けれ ども」 （同号証65ペ ー ジ）として 自認 す る ところであ る。

＊5今 村 教授 も，佐 竹教授 と同様 に，深 尾 ・神 定論 文 が長 期評価 の津波 地震 に関す る評価 の具体的

な根拠 となってい るとの指 摘 につ いてそ の よ うな話 は聞 いた こ とが ない 旨証 言 してい る （丙B第

77号 証 の1・65ペ ー ジ）。
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す な わち，深 尾 ・神 定論文 では，陸 に近 いCゾ ー ン と比べ ，海溝 沿 いの1

ゾー ンで低周 波地震 ・超 低周 波地 震 が多 い こ とが示 され て い るが （甲A第1

94号 証 の2・156ペ ー ジ），僅か4年 間 のデー タ を用 いて領 域分 け （ゾー

ニン グ）を してい るにす ぎない し，海溝 沿 い で低 周波 地震 が発生 しさえすれ

ば，それがすべ か らく津波 地震 にな るとい うよ うな ものでは ない。

この点 は， 「地震観 測 か ら見た東 北地方 太平洋 下 にお け る津 波地震 発生 の

可能性 」 （丙B第1号 証。 以 下 「松 澤 ・内 田論 文」 とい う。）の共 同執筆者 で

ある松澤教授 が，福 島第一発電所 事故 に関す る刑事事件 の証人尋 問 にお いて，

松澤 ・内 田論 文 の正 しい読み方 に 関連 して，深尾 ・神 定論文 の内容 を説 明 し

た上 で， 「た だ し，低 周波 地震 とい うの は，必 要条件 か も しれ ませ んけ ど十

分条件 で はあ りませ ん。 つま り，低周波 地震 だか らとい って大 きな津波 を生

じるとい うことは， また別 の解 釈 ，モデル を入 れ なけれ ばい けませ ん。大 き

な津 波 を起 こす モデル は，先 ほ ど申 し上 げた よ うに大 きく分 けて分 岐断層 ，

ポ ップア ップ， あ と低 剛性率 とい うのが あ ります。 これ らは，いずれ も付加

体の存在 が必要で あって，そ の よ うな付加 体が ない福 島沖で は，津波地震 を

起 こせ な いか も しれ ない とい う話 を しま した。」 （丙B第104号 証 の1・

75，76ペ ー ジ）と証言 してい るほか ，今 村教授 にお いて も，海 溝i寄りの

固着 が弱い領域 で低周波 地震 が起 き る とい うだけでは ，揺れ の大 き さに比 し

て津波高 さが格段 に大 き くなる とい う津波地震 特有 の特徴 を説 明す るこ とが

で きない ため，明治三 陸級 の津波 地震 が起 きるこ との理 由にはな らず，谷 岡

・佐竹論文 （丙B第21号 証）に よる付加 体 モデル に基 づ く説 明や鶴 論文 に記

載 され てい るJAMSTEC（ 国立研 究 開発 法人 海洋研 究 開発機 構1）の調 査

結果 （丙B第19号 証の1，2） な どの地 体構造上 の根 拠が そ ろ うこ とに よっ

て，津波 地震 の発 生可能性 との 関連 で地震地体構造 の知見 に基づい た検討 が

可能 とな る 旨を証言 してい る ところで あ る （丙B第101号 証 の1・16な

い し18ペ ー ジ）。
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更 にいえば，深尾 ・神 定論文 の共 同執筆者 で ある深 尾良夫博 士 自身 ，深 尾

・神 定論文 におい て，「日本海溝 の 内壁 直下で は，例 えば北緯40度 線 上 に，

厚 さ約10Kmに 達す る被 覆堆積層 をラ ドウィグ ・他 （1966） が発見 して

い る。 この よ うな厚 い堆積層 が ，L及 びVL地 震群 ，及 び津波 地震 群 の発 生

に重要 な役割 を演 じて い る可能性 が あ る （深尾 ，1979） 」 （甲A第194

号証 の2・162ペ ー ジ）な ど とし，津 波地震 の発 生 には海溝 軸沿 いの堆積

層 で ある付加 体 とそ の内部 の高角分 岐断層 が寄与 してい るのではないか とい

うメカニ ズム を提唱 してお り， この点 は松澤教授 の前記証 人尋 問で も言及 さ

れ てい る （丙B第104号 証 の1・65，66ペ ー ジ）ほか，津波 地震 を長年

研究 して きた谷 岡教授 の意 見書 （丙B第58号 証6ペ ー ジ）で も指摘 されて い

る とお りで あ る。

3こ の よ うに，深尾 ・神定論文 は， 陸寄 りの領域 と海 溝沿 いの領域 で僅 か数年

間の低周 波地震 の発 生回数 を比 べ，海溝 沿い で低周 波地震 が多い ことを示 した

に とどま るか ら， この論文 のみ では ，そ こか ら先 ，つま り 「低 周波地震 が起 き

た と して， どの よ うな条件 がそ ろ えば，そ れが津 波地震 とな るのか。」 とい う

点の根拠 が別 にない限 り， 日本海溝 沿 いの南北全長800キ ロメー トル もの長

大な領域 を同等 に津 波地震 が発 生す る可能 性が あ る領 域 とみ なすた めの地震 地

体構 造上 の検 討 をす るこ とな どで きないのは 明 らかで ある。

したが って ，原 告 らの上記 主張 は， 「長期 評価 の見解 」 が，審議会 等 の検 証

に耐 え得 る程度 の客観 的かつ合理 的根 拠 に裏付 け られ た地震地 体構 造 の知 見 と

い えるか否 か を判 断す る上 で意 味を成 さない。

第4「 長期評価 の見解 」の領 域区分 が，最新 の地震地体構造 に基 づ く領 域区分 で

あるかの よ うな原告 らの主張は ，前提 か ら して誤 りであ るこ と

1原 告 らは， 「3つ の津波地震 に よ り海溝 寄 りを陸寄 りと異 な る地体構 造 と し

て領 域 区分 した2002年 『長 期評価 』」 （原告 ら第53準 備 書 面31ペ ー ジ）
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とか， 「海 溝寄 りの浅い プ レー ト境 界付近 は津 波地震 とい う特殊 な地震 が発 生

し得 る領 域 と して共通性 が ある し，その逆 に，津波地震 とい う特殊 な地震 が発

生 し得 る領域 で ある海溝i寄りの浅 い部 分 のプ レー ト境界付 近 は，地 体構造上 も

共通 性 が ある と推 定 され る とい う点で あ る （それ がま さに地震 地体構造 論 の考

え方 で あ る）。 そ の結果 ，過 去約400年 の間 には津波 地震 が確認 され てい な

い福 島沖 日本海 溝寄 りで も，同 じ地体構造 を持 つ以 上，将来 的に津波地震 が発

生 し うる， とい う結論 が導 かれ るので あ る。」 （同準備書 面62ペ ー ジ）な どと

主張 してい る ことか ら， 「長 期評価 の見解 」が地震 地体構 造 に基づ いた 区分 で

あ るこ とを前提 と してい る よ うで ある。

2し か しなが ら，福 島第一発 電所事故後 に推進 本部 が公 表 した 「全 国地震 動予

測地 図2014年 版 」付録1（ 丙B第105号 証）におい て，震源 断層 をあ らか

じめ特 定 しに くい地震 の評 価手 法 を説 明す るに当た り， 「a． 海溝 型地震 の長

期評価 で 区分 され た領 域 ，地震地体構造 区分 （略），震央分布 等 に基づ いて 区分

され た領 域」 （同号証22ペ ー ジ）な ど とされ てい る とお り，推進本部 自身が ，

長期評価 の 区分 と地震地体 構造 の区分 は全 くの別物 で あ るこ とを前提 に した取

扱 いを してい るので あって，長期評価 の 区分 が地震 地体構 造 に基づ いた領域 区

分 であ るか の よ うな原告 らの主 張は，公 表 主体 の意思 を正解 しない独 自の見解

であ る （なお ，平成26年 時点 にお い て，推進 本部 が地震 地体構 造 区分 の例 と

して挙 げてい るのは，垣 見マ ップ 〔丙B第17号 証〕 で ある 〔丙B第105号

証30ペ ー ジ〕。）。

また ， 「長 期評価 の 見解 」が公表 され た平成14年 当時 におい て，三陸 沖の

海溝 寄 りの領 域 と福 島県沖 の海溝 寄 りの領域 とは地震 地体構造 上近似 してい る

とは考 え られて いなかった ことについ ては，被告 国第23準 備 書面第4の2（3

8な い し42ペ ー ジ）で主 張 した とお りで あ るが，単 に，海溝 沿 いで津波 地震

が発生 し得 る とい うこ とや ，同 じ日本海溝 の海 溝 沿いで ある とい うだ けで地震

地体構造 が 同一 とい える もので ない ことは今村教授 におい て も的確 な証言 が さ
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れて い る ところで あって （丙B第101号 証 の1・10な い し12，15ペ ー

ジ）， 「長 期評価 の見解 」 が ，地震 地 体構造 に基づ い た 区分 で あ る とす る原 告

らの主 張は前提 のみ な らず ，主張 内容 と して も，誤 って い る。

第5日 本 海溝 ・千島海溝専 門調査会 北海道WGで は 「長期 評価の見解 」の評価 を

行 って いない とす る原告 らの主張 は，事実 に反す る こと

1原 告 らは， 日本海 溝 ・千 島海溝調 査会が 防災対策 の対 象 とした津波 に 「長 期

評価 の見解 」が含 まれ てい ない こ とは 「長期評価 の見解 」 の信頼 性 を否 定す る

もので はな く（原 告 ら第53準 備 書面第4の5・118な い し137ペ ー ジ）＊6，

「北海 道WGは 『長期 評価』 の評 価 を行 ってい ない」 （同準備 書面第4の5（5）

・132 ，133ペ ー ジ）として， 専門家 に よ る議 論検討 が行 われ た 旨を述べ

る谷 岡教授 及び笠原名 誉教授 の各意 見書 （丙B第58号 証 ，第59号 証）は信用

できない と主張 してい る。

2し か しなが ら，谷 岡教授 は， かか る議論 検討 の状況 につ いて ，平成16年6

月 の第2回 会合 で， 自身 が， 当時の学会 にお け る津波地震 の知 見の進 展状況 に

ついて プ レゼ ンテー シ ョンを行 った上で議論 が され た 旨を明確 に説 明 してい る

とお りであ る （丙B第58号 証15ペ ー ジ）。 そ して ， この ことは， 同会合 の議

事録 （丙B第106号 証 ）にお いて も，現 に谷 岡教授 に よる津波 地震 の知 見の整

理 に関す るプ レゼ ンテー シ ョンが行 われ た後 （同号証11な い し14ペ ージ），

質疑 （同号証15な い し17ペ ー ジ）及び討議 （同号証38な い し41ペ ー ジ）が

行 われ ，そ の中で， 「千葉 ・茨城 沖 も， 明治三 陸が起 こる と， ち ょっ と大変 な

ことに なるのかな と。本 当 にそ の可能性 が確 か ら しくあるんで あれ ば， 当然や

桧

＊6原 告 らの同指摘 が本訴訟 の争点 との関連 で 当を得 ない もので ある ことは，既 に脚 注3で も指摘

した とお りで ある。
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らない とい けない ことなのだけ ど， ど うもよ くわか らない とい うのが一番 の悩

み の部分 です。 あま りそ こまでや るのは適 切で はないの ではないか とい う気持

ちのほ うが強い のです が， それ を打 ち消す 理屈 を うま く推論 しづ らい とい うこ

とにな ってい ます 。」 （同号証38ペ ー ジ）として 「長期評 価 の見解 」 の確 か ら

しさが高いので あれ ば， これ を決 定論 に取 り込むべ きで あ るが，疑 問 も大 きい

旨の意 見が述べ られ ていた と確認 で き るこ とか らも明 らかであ る。 また，谷岡

教授 において も，瀬 野徹 三博 士の見解やJAMSTECの 調査 結果 な どに も言

及 し，谷 岡教授 の意 見 に異論 が出 され ない方 向性 で議論 が進 んでい た 旨述べて

い る ところで ある （丙B第58号 証16ペ ー ジ）。

したが って，原告 らの上記 主張は， 明 白に事実 に反 す る もので あ る。

第6国 の他機 関が 「想 定 され る最 大規 模 の津波」 と して 「長期評価 の見解 」に基

づ いた津 波対策 を行 って いた とす る原告 らの主張 は，各種 マニ ュアル やガイ ド

ライ ンの中身 を正解せ ず， ソフ トに よる津 波対策 とハ ー ドによ る津波 対策の区

別 を理解 して いないもので ある こと

1原 告 らは， 国の他機 関では，7省 庁 手 引の策 定後 ， 「想 定 され る最大規模 の

津波」 と して 「長期評価 の見解 」 を決 定論 に取 り込 んだ津波対策 を行 ってい る

旨主 張 し（原 告 ら第53準 備書 面第4の9・173な い し181ペ ー ジ），その

根拠 と して① 「津波 ・高潮ハ ザー ドマ ップマニ ュアル 」 （甲A第336号 証），

② 「東 北 にお け る沖合 津波 （波浪）観 測 網 の構 築検討 調査 報告 書」 （甲A第34

6号 証），③ 「津 波 ・高潮 対策 にお け る水 門 ・陸 聞等 管理 システ ムガイ ドライ

ン」 （丙B第107号 証）の背景 を紹介 した雑誌 「海 岸 」の記事 （甲A第350

号証）を挙 げ てい るが， かか る主 張 は，上記 マニ ュアルや ガイ ドライ ン等 の 中

身 を正解 しない ものであ る し，そ もそ も， これ らのマニ ュアル等 を用 いて ソフ

ト面 か ら津波被害軽減 を図 る ことと，施設 の設計 とい うハー ド対策 に決 定論 と

して取 り入 れ る こととを混 同 して主張 してい る時点 で，津波 工学分 野 にお け る
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防災対策 の考 え方 を正解 しない もの とい わ ざるを得 ない。

2す なわ ち，① 「津波 ・高潮ハザー ドマ ップマニ ュアル 」 （甲A第336号 証）

では， 「長 期評 価 の見解 」 に よる確 率評価 が紹 介 され て い るが （8ペ ー ジ），ハ

ザー ドマ ップを作成す るための想 定地震 の取扱 い方法 と して は，中央 防災会議

の想 定 と4省 庁報告 書 に よる想 定 のみが紹 介 されて お り（89ペ ー ジ）， 「長期

評価 の見解 」 に基づ いた波源設 定 をす べ きな どとは一切記 載 され ていない。 ま

た，③ 「津波 ・高潮対策 にお け る水 門 ・陸 間等管理 システ ムガイ ドライ ン」 （丙

B第107号 証）に至 って は，水 門等 の 自動化 ・遠 隔操作化 を行 うに当た って

の考 え方や ，水 門等 を津波 到達前 な どに， いか に安全 かつ迅速 ・確 実に 閉鎖す

るかについ ての考 え方 を示 した ガイ ドライ ンで あるか ら，同ガイ ドライ ンに 「長

期評価 の見解 」に 関す る記載 や検討 な どは存在 せず （丙B第107号 証），単 に，

原告 らが指摘 す る海岸 行政 上 の情報提 供 を 目的 と した雑誌 「海岸 」 （甲A第3

50号 証）におい て ， 同ガイ ドライ ンの紹 介 に先 立つ 前置 き と して ， 「我 が 国

の今後30年 以内 の地震発 生確 率 と規模 」 と して 「地震調 査研 究推進本 部発表

を基 に河川局 にて作成」 した図 に よ り，現在 ，我が 国では，長期評価 に よる発

生確 率が公表 され てい るとい う事実 関係 が記載 され てい るにす ぎない。つ ま り，

① ，③ にお いて， 「長期 評価 の見解 」が決 定論 的 に取 り入れ られ て いる とい う

よ うな読み方 自体が 明 らかに誤 ってい る。

3ま た，① 「津 波 ・高潮ハ ザー ドマ ップマ ニ ュアル」 （甲A第336号 証 ）は，

「ハ ザー ドマ ップ の作成 は，主 に ソフ ト面 の防災対策 と して位 置付 け られ る」

（同号証16ペ ー ジ）と明記 され てい る とお り，住民避難 とい うソフ ト面の防災

対策 のた めの もので あ り，② 波浪等 の海 面変動 を リアル タイ ムで観測す るGP

S波 浪計 の配置 計画 を検討 した 「東 北にお け る沖合 津波 （波 浪）観測網 の構 築検

討調 査報告書 」 （甲A第346号 証）も，GPS波 浪計 は，港湾整備 に必要 な波

浪情 報の取得 を 目的 に設置 され てい るので あって，津波 も観 測可能 であ るが，

観測 した津波情報 は，飽 くまで も地震発 生後 の住 民避 難 のた めの情報提供 等 を
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目的 とした ソフ ト面の防災対 策へ用い られ るための ものであ り，③ 「津 波 ・高

潮 対策 にお ける水 門 ・陸 間等 管理 システムガイ ドライ ン」 （丙B第107号 証）

も同様 に ソフ ト面の防災対策 のた めの もので あ るか ら， これ らは，いず れ も施

設 の設 計 とい うハー ド面 におい て 「長期 評価 の見解 」 を決 定論 と して取 り入れ

る よ うな性質 の ものではない。

そ して ，前記 ①及び② のマ ニ ュアルや報告 書 は， その策定 に津 波工学者 であ

る今村 教授 も加 わってい る ところ，今村教授 は， ソフ ト面 とハ ー ド面 の対策 に

ついて 「まず 基本 的にはハ ー ドで押 さえ るもの ，それ を超 えま した らソフ トに

な ります。 これ に関 して は， も うい ろんな説 が ある とすれ ば，それ をで きるだ

け入 れ るよ うにす る とい う考 え方 は重 要 だ と思 って ます。」 （丙B第101号

証 の1・73ペ ー ジ）と証 言す る とお り， 国民 の防災 意識 の高揚や 地震発 生後

の迅速 な避 難 とい うソフ ト面 にお いて防災対策 に生かす こ とが期待 され てい た

長期評価 を ソフ ト面 での津 波対策 に取 り入れ るこ とは長期 評価 の意義 や 目的 に

即 した活 用 と してむ しろ 当然 の ことで あ る し， 「国民 の防災意識 の高揚 」 のた

めに① 「津波 ・高潮ハ ザー ドマ ップマニ ュアル 」 （甲A第336号 証 ）や③ 「津

波 ・高潮 対策 にお ける水 門 ・陸 問等 管理 システ ムガイ ドライ ン」 （丙B第10

7号 証）の背 景 を紹 介 して海 岸行 政 に関す る情報 を提供 す る雑 誌 の 中で， 「長

期評価 の見解 」を含 む各種長期評 価 が公表 してい る確 率 を広 く知 らしめるの は，

正 に長期評 価 の 目的に沿 った使 用方法 にほか な らない。

前記 の よ うな記載 が前記 マニ ュアルや 報告書等 に存在す るこ とをもって，被

告 国の他機 関が 「想 定 され る最大規模 の津波」 と して 「長期評 価 の見解 」 に基

づ いた津波対策 を行 っていた な どとい う主張 の論拠 として位 置づ けてい るこ と

自体 ，原 告 らが，長期評価 の策定趣 旨や 目的 ，津波 工学分 野 にお ける ソフ ト面

とハー ド面 の津波対策 の違 い な どが理解 で きてい ない こ との証左 であ る。

第7被 告東電による長期評価の中で示された正断層型地震の評価の取扱 いとの比
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較 を根 拠 と して 「長期評価 の見解 」が決定論 に取 り入れ られ るべ きとす る原告

らの主張 は，前 提事実 に誤 りが あ る上，地震動 評価の手 法 と津 波評 価の手法 の

違 いの理解 を欠いた もの で 当を失 して いる こと

1原 告 らは，原告 ら第53準 備 書 面第4の10（181ペ ー ジ）におい て，福 島

第 一発電 所事 故 に関す る刑 事事 件 にお け る指 定弁護 士 の主張 （甲A第343号

証）を引用 し，被告 東電 が，東 通発 電所 の設置許 可 申請 におい て，長 期評価 の

中で示 され た正 断層 型地震 の評価 の想 定 を取 り入 れ てい る以上 ，それ よ りも高

い信頼 度 が付 され た 「長期 評価 の見解 」 も取 り入 れ て然 るべ きであ る旨主 張す

るほか ，第4の11（4） （185，186ペ ー ジ）で も，福 島第 一発 電 所5号 機

等 の耐震バ ックチ ェ ック中間報告 において も，被 告東電 が長期評価 の 中で示 さ

れ た正断層型地震 の評価 の想定 を取 り入れ てい る として 同様 の主 張 を行 ってい

るが，いずれ も刑事 事件 の証人尋 問の結果 を見れ ば 明 らかな とお り，前提事実

に誤 りが あ る上 ，地震 動評価 の手法 と津波評価 の手法 の違 いの理解 を欠い た失

当な もの であ るこ とが判 明 してい る。

2す なわ ち，福 島第一発電 所事故 に関す る刑事事件 で は，原告 らが引用 した よ

うに，長期評価 の 中で示 された正 断層 型地震 の評価 に対 す る被告東 電の取扱 い

に関す る主 張が指 定弁護 士か ら行 われ た こ とか ら，被 告東 電の従業員 として，

東通発 電所 の設置許 可 申請及 び福 島第一発 電所 の耐震バ ックチ ェ ック中間報告

にお け る基準 地震動Ssの 策 定作業 に 関与 した西村 功氏 （以下 「西 村 氏」 とい

う。）の証人尋 問が実施 され た （丙B第108号 証 の1） 。

そ して ，西村 氏の証人尋 問の結果 ，実務 上 ，地震 動評価 手法 と津波評価 手法

は異 な るもので，特 定の地震 につい て，地震動評価 の場合 は考 える一方 ，津波

評価 の場 合 は考 えない （また は，津波 評価 の場合 は考 えない一方 ，地震動 評価

の場合 は考 え る）こ と自体 ，矛 盾 があ るもの ではない上 （丙B第108号 証 の1

・46 ，47ペ ー ジ），西村 氏が所属 してい た地震 動評価 を行 うグル ープで は，

津波評価 と異 な り，震源 か らの距離 に比例 して減衰 してい く地震 動評価 であ る
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ため，東通発電所 及び福 島第一発電所 のいずれ にお いて も，長期評価 の 中で示

され た正断層型 地震 の評価 を踏 ま えて も，昭和三陸地震 が検討用地震 に選 定 さ

れ るこ とがない こ とが分 か っていたた め，東 通発電所 の設 置許 可 申請 において

は，い わゆ る種 地震 と して信頼性 を考慮 しない まま検討 したにす ぎない もので

あった ことが判 明 してい るほか （同号証21な い し24ペ ー ジ），福 島第 一発電

所 の耐震 バ ックチ ェ ック中間報告 の記載 に至 っては，種地震 と して の検 討対象

にす ら してお らず ，推進本部 が述べ てい る見解 に対す る被告 東電 として の認識

を記 した にす ぎない もので あ るこ とが 明 らか となってい る（同号証40，41

ペ ージ）。

この よ うに，長 期評価 の 中で示 され た正 断層型地震 の評価 に対す る被告東 電

の取扱 いは，お よそ，原 告 らが主張す る よ うな性質 の もので ない こ とは明 らか

で あって，原 告 らの主張は ，前提 事実 に誤 りが あ る上，地震動評価 の手 法 と津

波評価 の手法 の違 いの理解 を欠 いた もので 当を失 してい る。

第8結 論

以 上の とお りで あるか ら，原告 らの原 告 ら第53準 備書 面 にお け る主張 は，

いず れ も理 由がない。

以 上
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略称語句使用一覧表

略称 基本用語 使用書面 ペ ー ジ 備考
訴状訂正申立書 平成25年6月10日 付け訴状訂正 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審口頭弁論終結日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福島第一発電所 平成23年3． 月11日 に被 告東 電 の 答弁書
事故 福島第一発電所において放射性物質

が放出 され る事故 5

国会事故調査報 国会にお ける第三者機関による調査 答弁書

告書 委員会が発表 した平成24年7月5
日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソビエ ト連 邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書

追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等 に係 る損害 につい

て） （第一 次追 補） 18



中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書

追補 子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府による避難 区域等の見

直 し等に係 る損害について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書

る計画
41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関す る長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書

計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会 が平成6年6月24日 答弁書

画 に新 たな 「原子力の研究，開発及び

利用に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原 子力 委員 会 が平成12年11． 月2 答弁書

計画 4日 に新たな 「原子力の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖 か ら房総沖にかけての地震活 答弁書

動 の長期評価について
53

政府事故調査中 政府に設置された東京電力福島原子 答弁書

間報告書 力発電所 にお ける事故調査 ・検証委

員会 作成 の平 成23年12． 月26日

付け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償法 （昭和22年10月27 答弁書

日法律 第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面

法 の防止 に関する法律

5

原災法 原子力災害への対応 を規定 した原子 第1準 備書面

力災害対策特別措置法

5



省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定 める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機 については， 第1準 備書面

処分 昭 和41年12． 月1日 ， 同2号 機iに

つ い て は ， 昭 和43年3月29日 ，

同3号 機 につい て は，昭和45年1

月23日 ， 同4号 機 につ いて は， 昭

和47年1月11日 にそれ ぞ れ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面

炉立地審査指針 会 によって策定 された原子炉立地審
査指針

19

昭和45年 安全 昭和45年4． 月18日 に動 力 炉安 全 第1準 備書面

設計審査指針 基準専門部会によって策定 され同月
23日 に原子力委員会において も了

承 された 「軽水炉についての安全設
計に関す る審査指針 について」

19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備書面

設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂が行わ

れ，平成2年8． 月30日 付 け原 子力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ，平成13年3． 月29日 に国際放

射線防護委員会 による1990年 勧

告を受けて一部改訂が された

25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 され た 第1準 備書面

設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9． 月19日 ，原子 力安 全 第1準 備書面

設計審査指針 委員会において，決定 された耐震設

計審査指針
30



本件地震 平 成23年3． 月11日 の東 北 地方太 第1準 備書面

平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

クロ ロキ ン最 高 最 高裁判 所平成7年6． 月23日 第 二 第2準 備書面

裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160
0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面

判決 法廷判決 ・民集43巻10号116
9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決，クロロキン最 第2準 備書面

高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロロキ ン最高 宅建業者最高裁判決及び クロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊じん肺最高 筑豊 じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面

裁判決等 病最高裁判決
7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面

律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方か らの削除や製造の承認 第2準 備書面

置 の取消 しの措置以外の規制措置
16

延宝房総沖地震 慶 長 三陸地 震 （1611年 ）及 び1 第2準 備書面
677年11月 の 地震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置された東京電力福島原子 第2準 備書面

終報告書 力発電所 にお ける事故調査 ・検証委

員 会作成 の平 成24年7． 月23日 付

け 「最終報告書」
51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震によって東北地方に到来

した とされてい る津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シアの スマ トラ 第2準 備書面

島沖で発生 した地震
57



マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面
員 が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波の

数値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹健

治 ・行谷佑 一 ・山木 滋 ） と題 す る論

文 77

合同WG 総合資源エネル ギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ，地 質 ・地盤 合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係る中間報告
の評価について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全性に係 る中間報告の評価 につい
て 」

79

原告ら準備書面 原 告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面
（2） 1．月7日 付 け準備 書面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面
（10） ．月12日 付 け準備 書面 （10）

1



原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面
（13） 月7日 付 け準備 書面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面
裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10

32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面
裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1

802ペ ー ジ 40

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平 成26） 年3 第6準 備書面
（11） ．月5日 付 け準備書 面 （11）

1

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面
（14） 月7日 付 け準備 書 面 （14）

1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安のために必要

な措置 79

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面
（18） 0月29日 付 け準備 書面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係 る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面
針 に関する審査指針

12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面
機能を有する系統

26

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面
（21） 月12日 付 け準備 書 面 （21）

1

添 田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島暗氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告ち準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面
（22） 月12日 付 け準備 書面 （22）

1



原告 ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面
（23） 月8日 付 け準備書 面 （23）

1

実用炉規則 実用発電用原子炉 の設置，運転等に 第11準 備書面
関する規則

4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面
則 の位置，構造及び設備 の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面
ノレー ル ・ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認 に当たっての基本的な

考え方並びに評価手法及び確認基準
につい て 29

伊方原発訴訟最 最 高裁判 所平 成4年10． 月29日 第 第11準 備書面
高裁判決 一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面
（25） 月15日 付 け準備 書面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10月30日 に発 生 した福 第12準 備書面
故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海

水配管からの海水漏洩
1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面
員会 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面
設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6月1

4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面
計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8月30

日原子力安全委員会決定）
22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面
ぼすおそれがある津波

29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面
司教授

8

山 口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面
震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面
e

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1



都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神 定論文 昭和55（1980） 年 に発表 され 第14準 備書面
た深尾 良夫 ・神定健二 「日本海溝の

内壁直下の低周波地震ゾーン」 と題
す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面
震 ・噴火予知研究観測セ ンター長を
務める同研究科の松澤暢教授 95

阿部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高 を用いたMtの 決定一歴

史津波への応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備 の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面 劔

3

長期評価の見解 長期評価 の中で示 された 「明治三陸 第18準 備 書面
地震 と同様の地震が三陸沖北部から

房総沖の海溝寄 りの領域内のどこで
も発生す る可能性 があるとする見

解 」
3

本件津波 平成23年3． 月11日 に発 生 した本 第18準 備書面

件地震に伴 う津波
4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・第18準 備書面
同研究所災害 リスク研究部門津波工

学研究分野今村文彦教授
20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火 山研究観測セ ンター長谷岡勇市
郎教授

20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏

21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面
管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏

21



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力 第18準 備書面
リス ク研 究 セ ン ター研 究 コー デ ィ

ネーター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定した 「太平洋沿岸部地震津波
防災計画手法調査報告書」

49

7省 庁手引 建設 省 ，農 水省 ，水産 庁 ，運輸 省 ， 第18準 備書面

国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域 防災計画における津波対策

強化の手引き」
49

日本海溝 ・千島 中央防災会議 に設置 されたf日 本海 第18準 備書面

海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 に関す
る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会による報 第18準 備書面

海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面
防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響 を測 るな どの試算
157

試算津波 平成20年 試算 による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進 にっいて 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面

班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面
氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会による規格 「原子力 第20準 備書面

発電所に対する津波を起因とした確
率論的 リスク評価 に関す る実施基
準 ：20111 20

津波評価技術2 土木学会 による 「原子力発電所の津 第20準 備書面
016 波評価技術2016」

23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故 に至 るおそれがある事故
26



大竹名誉教授 東北大学名誉教授大竹政和氏 第21準 備書面
2

IAEA 国際原子力機関 第22準 備書面

1

IAEA事 務局 IAEAが 平成27年9月 に公 表 し 第22準 備書面

長報告書 たIAEA福 島第一原子力発電所事

故事務局長報告書
1

IAEA技 術文 IAEA事 務局長報告書の附属文書 第22準 備書面

書2 で5巻 か ら成 る技術文書の うちの第
2巻

1

バ ックチ ェ ック 新耐震指針に照 らした既設発電用原 第23準 備書面 24

ノレー ノレ ’子炉施設等の耐震安全性の評価及び
確認 に当たっての基本的な考え方並
びに評価手法及び確認基準について
（平成18年9． 月20日 原 子 力安

全 ・保安院決定）

谷 岡 ・佐竹論文 谷岡勇市郎，佐竹健治 「津波地震は 第23準 備書面 36

どこで起 こるか 明治三陸津波か ら

100年 」 （平 成8年 ）

電事連 電気事業連合会 第23準 備書面 77

NUPEC 財団法人原子力発電技術機構 第23準 備書面 77

東北電力 東北電力株式会社 第23準 備書面 79

深尾 ・神定論文 深尾良夫 ・神 定健二 「日本海溝 の内 第24準 備書面 5

壁直下の低周波地震 ゾー ン」

松澤 ・内田論文 松澤暢，内田直希 「地震観測か ら見 第24準 備書面 7

た東北地方太平洋下における津波地
震発生の可能性」 （平成15年 ）

西村氏 西村功氏 第24準 備書面 14


